
令和７年11月10日発行（1） 事業者の皆様、商工会議所にご加入され、共に地域の明日を拓きましょう！
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菅
野
京一氏
が
会
頭
に
再
任

― 

第
二
十
一
期
役
員
・

議
員
体
制
決
ま
る

　
当
商
工
会
議
所
議
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
第
二
十
一

期
新
議
員
に
よ
る
初
の
臨
時
議
員
総
会
が
十
一
月
一
日
、

二
本
松
御
苑
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
会
頭
に
菅
野
京
一
氏

（
糸
屋
ニ
ッ
ト
㈱
）
を
再
任
し
た
。

　
ま
た
、副
会
頭
に
は
安
齋
文
彦
氏
（
昭
和
タ
ク
シ
ー
㈱
）、

國
井
文
郎
氏
（
㈲
国
井
商
店
）、
専
務
理
事
に
渡
辺
誠
一
氏

を
再
任
し
た
ほ
か
、新
役
員
（
常
議
員
二
十
人
・
監
事
三
人
）

も
決
定
し
、
新
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

臨
時
議
員
総
会
の
冒
頭
、

菅
野
会
頭
か
ら「
日
頃
よ
り

事
業
運
営
に
ご
尽
力
を
賜

り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
社

会
経
済
状
況
は
こ
れ
ま
で

に
な
く
多
様
に
地
方
の
商

工
業
者
に
と
っ
て
大
変
厳

し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

海
外
の
情
勢
は
ま
だ
不
安

定
な
状
況
に
あ
り
、
経
済

の
不
確
実
性
は
依
然
と
し

て
高
い
状
況
に
あ
る
。
こ
う

し
た
中
、
商
工
会
議
所
の

責
務
は
、
地
域
経
済
の
振

興
と
二
本
松
市
の
活
性
化

で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、

地
元
商
工
業
の
活
性
化
を

図
る
と
共
に
、「
魅
力
あ
ふ

れ
る
地
域
」づ
く
り
に
貢
献

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

第
二
十
一
期
に
お
い
て
は
、

苦
難
多
き
時
代
で
あ
っ
て

も
、
会
員
事
業
所
が
輪
と

な
り
、
力
強
く
未
来
を
切

り
拓
い
て
い
た
だ
け
る
、
役

員
・
議
員
の
陣
容
を
お
願
い
し

た
い
。」と
の
挨
拶
が
あ
り
、
そ

の
後
議
事
審
議
に
入
っ
た
。

　

ま
ず
、
議
案
第
一
号
…
会
頭

の
選
任
に
つ
い
て
、
議
案
第
二

号
…
常
議
員
の
選
任
に
つ
い
て
、

議
案
第
三
号
…
監
事
の
選
任
に

つ
い
て
の
三
議
案
が
一
括
上
程

さ
れ
た
。
議
員
七
人
に
よ
る
選

考
委
員
会
の
審
議
が
な
さ
れ
た

結
果
、
会
頭
に
菅
野
京
一
氏（
糸

屋
ニ
ッ
ト
㈱
）、
常
議
員
二
十

名
、
監
事
三
名
を
推
薦
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
旨
の
報
告
が
な

さ
れ
、
満
場
一
致
で
承
認
し
た
。

　

続
い
て
、
議
案
第
四
号
…
副

会
頭
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
、

議
案
第
五
号
…
専
務
理
事
選

任
の
同
意
に
つ
い
て
の
二
議
案

が
一
括
上
程
さ
れ
、
副
会
頭
に

安
齋
文
彦
氏（
昭
和
タ
ク
シ
ー

㈱
）、
國
井
文
郎
氏（
㈲
国
井
商

店
）、
専
務
理
事
に
渡
辺
誠
一
氏

が
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ
た
。

　

新
役
員
・
議
員
は
表
の
通
り
。

任
期
は
十
一
月
一
日
か
ら
令
和

十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
な

る
。（
事
業
所
名
五
十
音
順
）

　

な
お
、
当
所
副
会
頭
・
安
齋

文
彦
氏
は
十
一
月
四
日
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。

役
職
名

氏　

名

事
業
所

及
び
地
位

会　

頭
菅
野　

京
一
糸
屋
ニ
ッ
ト
㈱

代
表
取
締
役

副
会
頭
安
齋　

文
彦
昭
和
タ
ク
シ
ー
㈱

代
表
取
締
役

副
会
頭
國
井　

文
郎
㈲
国
井
商
店

代
表
取
締
役

専
務
理
事

渡
辺　

誠
一
二
本
松
商
工
会
議
所

専
務
理
事

常
議
員
齋
藤　
　

徹
朝
日
商
事
㈱

代
表
取
締
役

常
議
員
瀬
戸　

睦
男
㈲
安
達
清
掃
公
社

代
表
取
締
役
会
長

常
議
員
白
坂　

拓
司
㈱
東
館

代
表
取
締
役
社
長

常
議
員
高
橋　
　

信
㈱
ウ
ォ
ン
ツ

代
表
取
締
役

常
議
員
菅
沢　

祐
一
Ｎ
Ｏ
Ｋ
㈱
二
本
松
事

業
場
事
業
場
長
代
理

常
議
員
大
河
内
宏
明
大
河
内
漬
物
店

代
表

常
議
員
遊
佐　

丈
治
奥
の
松
酒
造
㈱

代
表
取
締
役

常
議
員
北
風　

和
生
㈱
家
具
会
館
北
風
木

工
所
代
表
取
締
役

常
議
員
杉
島　

洪
徳
杉
島
塗
料
㈱

代
表
取
締
役

常
議
員
鈴
木　

安
一
岳
温
泉
管
理
㈱

取
締
役

常
議
員
清
野　

秀
一
テ
ク
ノ
メ
タ
ル
㈱

執
行
役
員

常
議
員
齋
藤　
　

康
㈱
東
邦
銀
行
二
本
松

支
店
支
店
長

常
議
員
本
郷　

義
之
東
邦
ゴ
ム
工
業
㈱

代
表
取
締
役
社
長

常
議
員
石
川　

憲
幸
二
本
松
信
用
金
庫

会
長

常
議
員
松
坂　

豪
智
㈲
ま
つ
ざ
か
二
本
松

御
苑
代
表
取
締
役

常
議
員
遠
藤　

吉
次
㈱
マ
ル
コ
物
流

代
表
取
締
役
社
長

常
議
員
渡
辺　
　

章
㈲
丸
又
葬
儀
社

代
表
取
締
役

常
議
員
佐
藤　
　

仁
㈱
丸
や
運
送

代
表
取
締
役
社
長

常
議
員
遠
藤
美
智
夫
マ
レ
リ
福
島
㈱
管
理

グ
ル
ー
プ
主
管

常
議
員
渡
邊　

英
世
ヤ
マ
ニ
建
設
㈱

取
締
役
会
長

監　

事
佐
藤
明
日
香
㈱
石
沢

専
務
取
締
役

監　

事
神
野　

聴
文
㈱
カ
ミ
ノ
グ
リ
ー
ンマ
ネ

ジ
メ
ン
ト
代
表
取
締
役

監　

事
齋
藤　

一
哉
㈱
檜
物
屋
酒
造
店

代
表
取
締
役

議　

員
橋
本　

修
一
ア
ク
サ
生
命
保
険
㈱

福
島
営
業
所
所
長

議　

員
安
齋　

宏
一
㈲
安
斎
食
品

代
表
取
締
役

議　

員
安
齋　
　

薫
㈲
安
齋
鐵
工
所

代
表
取
締
役

議　

員
安
齋　
　

淳
㈱
石
畑
自
動
車

代
表
取
締
役

議　

員
佐
藤
壮
一
郎
㈲
イ
ッ
ソ
ー

代
表
取
締
役

役
職
名

氏　

名

事
業
所

及
び
地
位

議　

員
渡
辺　

正
弘
㈲
エ
ム
シ
ー
オ
ー
ト

代
表
取
締
役

議　

員
日
夏　

幸
男
㈱
御
菓
子
処
日
夏

専
務
取
締
役

議　

員
岡　
　

藤
浩
㈱
岡
商
店

代
表
取
締
役

議　

員
佐
々
木
忠
嘉
㈲
花
月
堂
花
屋

代
表
取
締
役

議　

員
菊
地　

義
直
菊
地
義
直
税
理
士･

行

政
書
士
事
務
所
所
長

議　

員
鈴
木　

一
弘
弘
栄
建
設
工
業
㈲

相
談
役

議　

員
佐
藤　

祐
二
㈱
佐
藤
組

専
務
取
締
役

議　

員
鹿
野　

雅
弘
鹿
野
京
染
店

代
表

議　

員
枡　
　

正
毅
（
医
）辰
星
会

事
務
局
財
務
部
長

議　

員
太
田　

恭
寿
㈲
勢
州
屋

代
表
取
締
役

議　

員
関　
　

健
至
㈲
関
巧
業

代
表
取
締
役

議　

員
桑
原　

三
夫
㈱
大
樹
不
動
産
販
売

代
表
取
締
役

議　

員
小
豆
畑　

仁
㈱
大
東
銀
行
二
本
松

支
店
支
店
長

議　

員
髙
島　

一
吉
㈱
髙
島
観
光

代
表
取
締
役

議　

員
山
岡　

明
子
㈱
た
て
ぐ
屋
山
岡

取
締
役

議　

員
平
舘　
　

泉
㈲
長
沼
屋
本
店

代
表
取
締
役

議　

員
国
分　

勝
一
㈱
ニ
チ
ノ
ー
サ
ー
ビ
ス

福
島
事
業
所
事
業
所
長

議　

員
野
地　

幸
司
㈱
野
地
工
業
所

代
表
取
締
役
社
長

議　

員
安
齋　

正
志
柏
洋
硝
子
㈱

取
締
役
総
務
部
長

議　

員
二
瓶　

明
子
㈲
花
か
ん
ざ
し

代
表
取
締
役

議　

員
早
川　

喜
大
早
川
硝
子
㈱

代
表
取
締
役

議　

員
菱
沼　

清
寿
㈱
ひ
し
や

代
表
取
締
役

議　

員
井
上　

大
樹
㈱
福
島
銀
行
二
本
松

支
店
支
店
長

議　

員
渡
邊　

久
夫
福
島
サ
ン
ケ
ン
㈱
取

締
役
製
造
統
括
部
長

議　

員
渡
邉　

康
治
富
士
急
安
達
太
良
観

光
㈱
取
締
役
社
長

議　

員
大
河
内　

威
㈲
文
化
堂
ス
ポ
ー
ツ

代
表
取
締
役

議　

員
大
内　

啓
子
㈱
ホ
テ
ル
光
雲
閣

代
表
取
締
役
社
長

議　

員
本
多　

勝
也
㈱
ポ
ラ
リ
ス

代
表
取
締
役

議　

員
松
本　

宏
行
松
本
物
産
㈱

代
表
取
締
役

議　

員
和
田　

一
浩
㈱
ま
る
い
ち
フ
ー
ド
セ

ン
タ
ー
代
表
取
締
役

議　

員
高
宮　

光
敏
ミ
ヤ
デ
ン
㈱

会
長

営業終了時間変更のお知らせ

二本松商工会議所

　永年勤続優良従業員表彰式開催のため、誠に勝手なが
ら、11月20日（木）は16：00にて営業を終了いたします。
　ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

11月20日（木） 17:00 ⇒ 16:00

菅野会頭

▶
挨
拶
す
る
菅
野
会
頭



令和７年11月10日発行 （2）

募集期間：２０２５年９月１６日（火）～２０２５年１２月３０日（火）

検 索まつしん

２０２５ まつしん定期積金 「コツコツため得キャンペーン」
①個人（個人事業主を含む）のお客様が対象となります。
　※期間中、新規にご契約いただいた定期積金を対象とします。
②掛込期間は５年（６０回）、掛込総額は１００万円以上、掛込方法は口座振替となります。
③利息（給付補てん金）は、満期日以後に一括してお支払いいたします。
④満期日前に解約する（中途解約する）場合は、期限前解約利率により利息額を計算し、積金の掛金残高相当額とともにお支払い致します。
⑤利息（給付補てん金）には復興特別所得税を含む20.315％（国税15.315％、地方税5％）の税金がかかります。
⑥本商品は預金保険制度の対象商品となります。

特別金利

詳しくは各営業店窓口・融資渉外担当者までお問い合わせください。

０.５５５％
定期積金５年

二本松商工会議所　総務課

アクサ生命保険㈱ 福島営業所 二本松分室　TEL：0243-62-2230

アクサ生命保険㈱引受保険会社

問合せ・取引店

問　合　せ

期間：令和７年10月１日（水）～11月28日（金）

　

十
月
二
十
一
日
に
当
商
工

会
議
所
に
て「
経
営
者
・
人
事

担
当
者
が
知
っ
て
お
き
た
い

年
収
の
壁
問
題
の
ポ
イ
ン
ト
」

と
題
し
、
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し

た
。
当
日
は
、
当
所
会
員
事
業

所
か
ら
十
名
の
参
加
が
あ
っ

た
。
社
会
保
険
労
務
士
で
も
あ

る
兼
子
・
山
下
経
営
労
務
事
務

所
代
表
山
下
順
子
氏
を
講
師

に
迎
え
、
年
収
の
壁
が
実
際
に

変
更
に
な
る
と
企
業
に
と
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る

の
か
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明

が
な
さ
れ
た
。

　

山
下
氏
は
、
壁
の
分
類
は
三

種
類
あ
る
と
説
明
し
、
従
業
員

と
企
業
に
生
じ
る
そ
れ
ぞ
れ

の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
に

つ
い
て
配
布
資
料
及
び
図
を

用
い
て
詳
し
く
説
明
が
な
さ

れ
た
。

　

ま
た
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
業

務
を
委
託
す
る
場
合
の
注
意

点
、パ
ー
ト
タ
イ
マ
―
の
年
休
、

育
児
介
護
を
め
ぐ
る
対
応
に
つ

い
て
も
説
明
が
な
さ
れ
た
。

　

最
後
に
、
今
年
の
年
末
調
整

の
注
意
点
が
説
明
さ
れ
、
終
了

と
な
っ
た
。

　

参
加
者
は
講
師
の
説
明
を

年
収
の
壁
問
題
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

聴
き
な
が
ら
メ
モ
を
と
る
姿

が
見
受
け
ら
れ
、
更
に
セ
ミ

ナ
ー
終
了
後
に
は
限
ら
れ
た

時
間
の
中
、
質
問
を
す
る
参
加

者
も
お
り
、
熱
心
に
セ
ミ
ナ
ー

を
受
講
し
て
い
た
。

制
度
改
正
等
の
課
題
解
決
環
境
整
備
事
業 ▲激励品を受取る長尾巡査部長

▲表彰を報告する大河内会長（右）

▲熱心に講演を聞く参加者

二
本
松
地
区
警
察
官
友
の
会

　　
提
灯
祭
り
・
菊
人
形
等
秋
祭
り

雑
踏
警
備
に
対
す
る
激
励

　

二
本
松
地
区
警
察
官
友
の

会
（
菅
野
京
一
会
長
）
は
、
十

月
二
日
、
提
灯
祭
り
・
菊
人
形

等
秋
祭
り
雑
踏
警
備
の
激
励

と
し
て
、
菅
野
会
長
と
渡
辺
常

任
理
事
の
二
人
が
二
本
松
警

察
署
を
訪
問
し
た
。

　

菅
野
会
長
が
、「
こ
れ
か
ら

二
本
松
の
提
灯
祭
り
・
小
浜
の

紋
付
祭
り
・
針
道
の
あ
ば
れ
山

車
・
二
本
松
の
菊
人
形
な
ど
の

秋
祭
り
や
、
安
達
太
良
山
の
紅

葉
な
ど
の
観
光
シ
ー
ズ
ン
が

始
ま
り
ま
す
。
大
変
な
人
手
に

な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
無
事

に
雑
踏
警
備
を
終
わ
れ
る
よ

　

十
月
二
十
日（
月
）に
、
ホ
テ

ル
ハ
マ
ツ
に
て
福
島
県
青
色
申

告
会
連
合
会
創
立
七
十
周
年

記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
、
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。

　二本松地区警察官友の会では、随時、会員を募集しております‼

　本会は、警察に対する理解と親睦を深め、激励慰安に努めると

共に、警察官の志気を高揚して、社会秩序の確立に貢献すること

を目的に活動しています。

　是非、趣旨をご理解いただき、

私たちと一緒に活動しませんか？

　ご入会をお願いいたします‼

会
計
ソ
フ
ト
の
普
及
貢
献
で
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青
色
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告
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が

表
彰
を
受
け
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毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です!!
　「過労死等防止対策推進法」では、11月を「過労死
等防止啓発月間」としています。このため、厚生労働
省では、その一環として「過重労働解消キャンペーン」
を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解
消に向け、集中的な周知・啓発等に取り組むこととし
ています。
　詳しくは、厚生労働省「過労死等防止に関する特設
サイト」をご覧下さい。

毎年11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です!!
　大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組
が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴
わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」
を生じさせている場合があります。大企業等と下請等
中小事業者は共存共栄！
　適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様
変更などはやめましょう！
　詳しくは、厚生労働省「しわ寄せ」防止特設サイト
をご覧下さい。

▲講演した山下氏
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令和８年１月１日から、「下請法」は「取適法（トリテキ法）」に変わります。
取適法施行（令和８年１月１日）に伴い、同日以降に発注した取適法適用対象取引では、新たに以下の行為が禁止されます！

厚生労働省、中小企業庁では最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています。助成金と補助金を組み合わせてご利用いただく
ことも可能です。賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください‼　※同一の補助対象（設備等）に対する重複利用は不可

詳細は公正取引委員会のウェブサイトをご覧ください！！　https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

協議に応じない一方的な代金決定の禁止
・中小受託事業者からの価格協議の求めに応じずに、一方的に

代金を決定することは違反になります。
　→積極的に協議を求めることで、より実質的な価格協議を実現へ

※協議を明示的に拒む場合だけでなく、例えば、協議の求め
を無視したり、協議を繰り返し先延ばしにしたりして、協
議を困難にさせる場合も違反になります。

◎業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備投資等を行った中小企
業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成
＜拡充！＞
・対象事業場を、事業場内最低賃金額が「改定後の地域別最低賃金未満まで」に拡充
・最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを完了していれば、賃金引上げ計画の事前提出は不要
補助上限  30万円〜600万円　　助成率  3/4〜4/5
助成対象経費の例  機器・設備の導入：POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
経営コンサルティング：国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
その他：顧客管理情報のシステム化　　申請先  都道府県労働局雇用環境・均等部（室）
問合先  業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(受付時間 平日9：00〜17：00)

◎IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のためのITツール等の導入を支援
＜拡充！＞
・最低賃金引上げ特例を「改定後の地域別最低賃金未満」に拡充し、該当事業者に対する加点も実施。
・事業場内最低賃金を一定額（※）以上引き上げた事業者に対する加点も新設。
　 ※令和7年度最低賃金改定において示された全国目安
補助上限  最大450万円　　補助率  1/2〜4/5
問合先  サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 0570-666-376

◎キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者
の正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成
〈対象となる方〉　雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ計画」を作成し、そ
の計画に基づき、下の❶～❼までのいずれかを実施した事業主。

〈支援内容〉　※賃金規定等改定コースの場合
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定
を適用した事業主に対して、下記の額の助成を行います。

問合先  都道府県労働局

◎中小企業省力化投資補助金（一般型）
人手不足に悩む中小企業等に対して、事業内容に合わせて多様な設備やシステム
が導入により、省力化投資を後押しします。
＜拡充！＞
・最低賃金引上げ特例を「改定後の地域別最低賃金未満」に拡充し、該当事業者に

対する加点も実施。
・事業場内最低賃金を一定額（※）以上引き上げた事業者に対する加点も新設。
　 ※令和７年度最低賃金改定において示された全国目安
補助上限  最大１億円　※従業員数による　　補助率  1/3～2/3
問合先  中小企業省力化投資補助事業コールセンター 0570-099-660

◎ものづくり補助金
生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発を行う中小企業等の設備投
資等を支援します。
＜拡充！＞
・最低賃金引上げ特例を「改定後の地域別最低賃金未満」に拡充し、該当事業者に

対する加点も実施。
・事業場内最低賃金を一定額（※）以上引き上げた事業者に対する加点も新設。
　 ※令和７年度最低賃金改定において示された全国目安
補助上限  最大4,000万円　　補助率  1/2～2/3
問合先  ものづくり補助金事務局サポートセンター 050-3821-7013

振込手数料を負担させることの禁止
・中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を

中小受託事業者に負担させ、製造委託等代金から差し引くこ
とは違反になります（「減額」に該当）。
　→代金の受取に係る振込手数料の負担が不要に

手形払等の禁止
・手形による代金の支払いは違反になります（「支払遅延」に該当）。
・電子記録債権やファクタリングを使用する場合にも、支払期日（最長で、発注した

物品等を受領した日から起算して60日以内）までに代金満額相当の現金を得ること
が困難なものは違反になります（「支払遅延」に該当）。
　→支払期日に代金満額相当の現金を受取可能に
　例えば、以下の場合は取適法に違反することとなります。

①製造委託等代金の支払期日よりも後に満期日が到来する場合に中小受託事業者
において割引を受ける等の行為が必要なとき

②中小受託事業者に受取手数料等の負担が生じるとき
※上記②に関して、決済に伴い一時的に受取手数料等の負担が生じる場合であっ

ても、あらかじめ書面等による合意の上、製造委託等代金の支払期日までに当
該負担分を委託事業者が補填し、中小受託事業者が製造委託等代金の支払期日
に代金満額相当の現金を受け取れるようになっていれば問題とはなりません。

令和７年度税制改正による
所得税の基礎控除の見直し等について
　令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与
所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行わ
れました。これらの改正は、原則として、令和７年12月１日に
施行され、令和７年分以後の所得税について適用されます。こ
のため、令和７年12月に行う年末調整など、令和７年12月以後
の源泉徴収事務に変更が生じます（令和７年11月までの源泉徴
収事務には変更は生じません。）。
　詳しくは、国税庁ホームページにおける基礎控除の見直し等
に関する「特設サイト」が公開されておりますのでご確認くだ
さい。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

コールセンター　TEL：０５７０-０２-４５６２
受付時間　９：00～17：00
土・日・祝日及び12月29日～１月３日を除く

問合せ先

【新たなルールを確認！】令和８年１月１日からの「取適法（改正下請法）」施行・適用について

【最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ】

具体的な情報についてはホームページ等でご確認ください‼

❶正社員化コース　　　　❹賃金規定等共通化コース
❷障害者正社員化コース　❺賞与・退職金制度導入コース
❸賃金規定等改定コース　❻社会保険適用時処遇改善コース
❼短時間労働者労働時間延長支援コース

３％以上４％未満　４万円 ５％以上６％未満　６万５千円
４％以上５％未満　５万円 ６％以上　７万円
※助成額は令和７年度の内容です



「利用者急増中！　社内研修や自己啓発に…当所の無料会員サービス「WEBセミナー」をぜひご覧ください。」

令和７年11月10日発行 （4）­‒­­商工会議所は、企業・事業者の経営支援と地域の振興に努めています。­‒­­

　2026年の新春を迎えるにあたり、当市区域にある商工業者と
関係機関が一堂に会し、当市の産業振興発展と会員相互の親睦と
融和を図ることを目的に、当商工会議所、あだたら商工会との合
同主催により開催いたしますので、是非ご出席下さいますようご
案内申し上げます。

こんな方にオススメ！
・ネット販売にチャレンジしてみたいけど、何から
手をつければいいか分からない。
・自社ＥＣサイトで始めるべきか、モールを活用するべきか分か
らない。
・モールの種類が多くて、どこにすればいいか悩んでいる。

◆セミナーの概要
　近年は、大雨や地震といった自然災害などによる不測の事態を原因と
した“緊急事態”に直面するなど、事業を行っていくうえで様々なリスク
の発生が高まっています。
　本セミナーではこうしたリスクに事前に備えるためにＢＣＰ（事業継
続計画）の必要性とＢＣＰの入門編として国の認定制度である「事業継続
力強化計画」について解説します。
①災害対策の考え方を学べる
ＢＣＰや、国の認定制度である「事業継続力強化計画」の有効性・制度
内容を解説します。

②緊急時の対応を学べる
連絡体制の確立、代替手段の準備、優先業務の明確化など即応体制の
整え方を解説します。

③認定取得のメリットを学べる
補助金や低利融資の優遇、税制上の特例措置、企業の信用力向上につ
いて解説します。

【令和７年度伴走型小規模事業者支援推進事業】

はじめてのオンラインショップセミナー
二本松商工会議所・あだたら商工会

『2026年賀詞交歓会』のご案内

有事の際はこんなことが起こる！ あなたの会社は大丈夫？

事業継続力強化計画策定セミナー
～事業と雇用を守る！～

令和７年12月８日（月）14：00〜16：00
オンラインショップセミナー
〜モールの効果的な活用方法も学べる〜

令和7年12月15日（月）	 ①10：30〜
個別相談会（先着４社のみ）	 ②13：00〜
※定員に達した時点で受付終了	 ③14：30〜
	 ④16：00〜

グローカルマーケティング（株）
コンサルティング部
トップコンサルタント　武田 知洪　氏

二本松商工会議所

当商工会議所宛に電話・FAXでご連絡ください。

令和８年１月９日（金）　17：30〜19：00

二本松御苑 （TEL 0243-23-3921）

１人　６, ０００円
　※会費は、申込時に納入して下さい。

二本松商工会議所
（TEL 0243-23-3211　FAX 0243-23-6677）

12月10日（水）【期日厳守】

３００名

二本松市関係者、国・県・市議会議員、
官公庁等・二本松市各委員会委員・各団体長、
報道機関、二本松市内小・中学校校長、
二本松商工会議所会員・あだたら商工会会員

令和７年11月17日（月）～12月19日（金）９：00～16：00
※土日祝祭日は閉所日となりますので、ご了承ください。
二本松商工会議所　記帳指導室
無料
当商工会議所宛に電話・ＦＡＸでお申込みください。

二本松商工会議所・あだたら商工会主催 二本松市後援

日　時

日　時

会　場

会　費

申込先

申込〆切

参集予定

参集者

場　所
相談料
申込み

令和７年12月３日（水）　14：00〜開催日時

独立行政法人中小企業基盤整備機構
中小企業アドバイザー　小島 公一　氏

講　師

申込み 当商工会議所宛に電話・FAXでご連絡ください。

会　場 二本松商工会議所 大研修室

参加
無料

　令和７年も残り約２カ月…間もなく、年間の売上や経費の収計が大詰
めの季節となりました。当所では、インボイス制度関連の相談や年明け
から開始する申告・納税シーズンに備え、下記のとおり仮決算相談会を
実施いたします。
　年内に記帳・仮決算を実施することで、節税や納税に向けた資金繰り
対策につなげることができます。是非この機会に、当所・中小企業相談
所をご利用ください。

二本松商工会議所　中小企業相談所申込·問合せ先二本松商工会議所申込·問合せ先

二本松商工会議所申込·問合せ先

個人事業主の方、節税対策はお済ですか？

決 算 相 談 会仮
相談時間　一組60分　完全予約制

午前の部 ９:00〜11:00 / 午後の部 13:00〜16:00

共　通
○令和５年分・令和６年分の決算書・確定申告書の控え
○10万円以上の設備投資や修繕費があった方は、その明細や領収書
○売掛金、買掛金、未払金等の残高が分かる書類

手書きの方
○本年途中（９月、10月頃）までの売上や経費を収計、記入したもの
○青申特別控除65万円又は55万円の方は、残高試算表や総勘定元帳など

会計ソフト
ご利用の方

○ブルーリターンＡをご利用の方は、バックアップしたUSBメモリー
○他の会計ソフトご利用の方は、パソコン又は各種帳簿を印刷したもの

～相談会にご持参頂くもの～

参加
無料

開催日時

開催日時

講　師

申込み

会　場


